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寒い日が続きますが、暦の上では明日からは春、そろそろ新入学の準備も始まる頃ではない

でしょうか。保護者の皆さんは、ランドセルや体操着などの準備をするとともに、防犯や交通

安全についてお子さんの手本となり、繰り返し年齢にあわせた安全指導をお願いいたします。

 

第１条「気をつけて」の中身をしっかり伝えるべし！ 

「いってらっしゃい、気をつけてね」と毎日のように子どもに言葉をかけていることと思いますが、いったい

何に気をつけるのか子どもたちは分かっているのでしょうか？「車」「連れ去り」「誘拐」「性被害」と、子どもの

危険は数あれど、子どもがそのことを理解していなければ防ぎようがないのではないでしょうか？子どもの

成長は一人ひとり違います。子どもの『性格』『体格』『運動能力』など、親こそが一番知っているわが子のレ

ベルに合わせて、わかりやすい言葉で具体的に伝えてあげましょう。例えば、「知らない人にあなたの体を触

らせてはいけない」です。そして、そのためには「一人で遠くまで遊びに行かない」等、不審な人に近寄られる

ことを避ける方法を教えます。 

第２条 子どもの個人情報を守るべし！ 

知らない人に声をかけられてもついていっちゃだめよ」とこれも、子どもによく言う言葉です。しかし、「子ど

もが知らない人」と言う意味はわかっても「相手が子どものことを知っていたらどうするか」ということです。 

「○○ちゃん、お母さんが事故に遭ったから一緒に来て」と言われたら、 

油断してついていってしまいそうです。 

表札や持ち物などの人目に触れる場所に子どもの名前を 

書くことはなるべく控えましょう。 

 知らない人とは 

このくらいの距離を保つと良い  

第３条 一人きりになる時間･場所に注意するべし！ 

子どもが襲われるのは、一人きりか少数でいる時です。集団下校しても、家に近付くにつれ人数は減り、最

後は一人になります。よく遊ぶ友達の家からの帰り道などは、何処を通るのか決めておき、暗くならないうちに

帰宅するようにさせましょう。また、「子どもひなん所」等を教えておきましょう。 

自宅で子どもだけで留守番をさせるときは、誰が来てもドアを開けない、電話に出ないことを約束しておきま 

しょう。留守番電話にしておけば、声を聞いてから電話に出ることも出来ます。 

「一人になる時」とはどんなときなのか、子どもと一緒に考

えてみましょう。 

自分で鍵を開けて家に入る場合は、周囲に不審な人物が

いないか注意してから鍵を開けるように指導してください。 

 

 



 

 第４条 防犯ブザーを活用するべし！ 

大人でも、びっくりした時にはなかなか声が出ないものです。 

そんな時、防犯ブザーが役に立ちます。犯罪者は、『音』と『光』を 

嫌います。外出するときは、ハンカチやティッシュを必ず持つように、 

防犯ブザーをいつも持っているようになると良いと思います。 

また､どこで誰と遊ぶのか､何時に帰宅するのかを必ず言ってから出か 

けるように指導しましょう。家人の留守中に出かける場合には、伝言 

メモを置くようにします。（電池切れもチェックしておきましょう｡） 

第５条 大人が手本を示すべし！ 

子どもにばかり安全を教え込んでも、大人がいい加減なことをしていては説得力がないし、効果

も期待できません。自宅においては、必ず玄関の鍵を閉めることや外出時には車やバイク、不審な

人物等、周囲に気を配り、警戒することを実践して子どもの手本になるよう努めましょう。 

 悲しい交通事故を防ぐために、自転車の乗り方等も確認し、危険予測運転ができるように指導し

てください。 

行田警察署管内交通事故発生状況（概数） 

平成２４年２月１日現在(年累計） 

人 身 事 故 
区分 

件数 死者数 傷者数 

物件 

事故 

本年 ４５ ０ ６２ １４８

前年 ６２ １ ７９ １３７

増減 －１７ －１ －１７ １１

埼玉県は交通事故死者２３人 

全国ワースト１位 

声かけ事案とは、18歳以下の者に対して、犯

罪行為には至らないが、｢声をかける｣｢手を引く

｣｢肩に手を掛ける｣｢後をつける｣等の行為で、略

取･誘拐や性犯罪等の重大な犯罪の前兆として

とらえられる事案をいいます。 

◆ 認知件数 １６３５件（前年比＋271件） 

       このうち小学生以下794件 

◆ 声かけ事案の傾向 

○ 被害者は小中学生で７７％を占める 

○ 女子の被害が約８１％を占める 

○ 被害時に単独行動中が７６％を占める 

○ 発生場所は道路上が８１％を占める 

○ １５時～１８時台の被害が５６％ 

 

 

（平成23年1月～12月） 

 

 

いざという時のために 
すぐに手の届く位置につける 


